
 

環境方針 

IceMOS Technology Ltd は、半導体材料の主要な製造・供給企業です。当社は、環境保護を

事業活動に不可欠な要素と位置づけ、実行可能な限り、環境への取り組みを維持・改善することに

尽力しています。 

この理念を確実に実践するため、当社はすべての事業活動、製品、サービスにわたり、体系的な環

境マネジメントアプローチを採用しています。 

製造活動全般において、IceMOS は、健康と安全、自然、そして生態系の保護を目指しています。 

 

IceMOS Technology は、以下の取り組みを推進しています： 

IceMOS の環境マネジメントシステムにおける活動には、限られた天然資源のリサイクル、排水・

エネルギー・化学物質の使用状況の監視、および適切な場面でのこれらの資源の使用削減が含ま

れます。また、RoHS、REACH、および紛争鉱物に関する製品コンプライアンスも遵守しています。 

IceMOS は、EICC（電子産業市民連合）の行動規範ガイドラインに従っています。 

COSHH（健康に有害な物質の管理に関する規則）を通じて EHS（環境、健康、安全）規則を遵守

し、OHSAS18001（労働安全衛生評価シリーズ）に準拠したシステムを維持するとともに、

ISO9001、IATF16949、および ISO14001 を通じて品質管理システムを運用しています。環

境に影響を及ぼす事業活動の側面を定期的に見直し、パフォーマンスを評価し、さらなる改善が可

能な箇所を特定します。 

事業運営を継続的に評価・監視し、緊急時の準備と対応を改善することで、汚染を防止します。 

目標とターゲットを設定・見直すことで、継続的な改善を推進します。 

すべての法的および規制上の環境要件を遵守します。 

現場の全従業員が、環境手順および要件に関する各自の責任を認識していることを確実にします。 

 

IceMOS は、目標に対する実績を定期的に見直し、乖離がある場合は是正措置を講じます。

IceMOS の経営陣は、本方針の実施および環境マネジメントに必要な継続的改善に責任を負い

ます。 

当社の法的要件は以下の通りです： 

1. EU RoHS 

IceMOS ベルファストで製造されるすべての製品は、電気電子機器における特定有害物質の使

用制限に関する欧州議会および理事会指令（EU）2015/863 に基づく RoHS 協定に準拠してい

ます。供給製品の性質上、CE マーキングは適用されません。 

ご要望に応じて、IceMOS は当社製品の MSDS（製品安全データシート）を提供いたします。 



 

以下の物質は、対象製品に意図的に添加されたものではなく、その含有量は均質材料あたりの規

定最大濃度を超えていません。 

物質                 均質材料あたりの限度 

カドミウム                  100 ppm (0.01wt%) 

鉛                      1000 ppm (0.1wt%) 

水銀                     1000 ppm  (0.1wt%) 

六価クロム                 1000 ppm (0.1wt%) 

ポリ臭化ビフェニル            1000 ppm  (0.1wt%) 

ポリ臭化ジフェニルエーテル 1000 ppm (0.1wt%) 

DEHP                            1000 ppm  (0.1wt%) 

BBP                               1000 ppm  (0.1wt%) 

DPB                               1000 ppm   (0.1wt%) 

DIBP                              1000 ppm   (0.1wt%) 

 

2. REACH 

IceMOS ベルファスト工場で製造された製品には、2023 年 1 月 17 日に公表された 233 種類

の「高懸念物質」はいずれも含まれていません。 

認可対象高懸念物質候補リスト - ECHA (europa.eu) 

IceMOS は、製品に新しい材料を使用する際には常に評価を行い、万が一 SVHC リストに追加

された物質が当社の製品に含まれている場合、お客様のご要望に応じて MSDS にてその情報を

開示いたします。当社は、SVHC リストに掲載されている物質の使用を回避することを基本方針と

しています。IceMOS は、製造活動全般を通じて、健康と安全、自然、および生態系の保護に努め

てまいります。 

 

3. 紛争鉱物に関する方針 

IceMOS は、自社製品が当社の紛争鉱物に関する方針に準拠することを義務付けており、同様の

方針（コンゴ民主共和国（DRC）からの紛争鉱物フリーの調達を含む）を策定しているサプライヤー

を支援しています。 

2010 年、米国に拠点を置く上場企業に対し、サプライチェーンにおけるいわゆる「紛争鉱物」を特

定するために講じた措置の開示を義務付ける「ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護

法」が制定されました。IceMOS はこの法律を遵守しています。 

IceMOS は自社のサプライチェーンを調査し、製錬所からの供給源を検証しています。当社の紛

争鉱物ポリシーへの違反が確認された場合、IceMOS は是正措置を講じます。 


